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※日数は開庁日となります。 
※なお、上記の日数は標準であり、状況及び規模等により日数がかかる場合があります。 

ＹＥＳ 

Ｎ Ｏ 

関係課へ審査依頼 

建築確認申請 

宅地造成等に関す

る工事の許可申請

関係課審査 

関係課へ検査依頼 

関係課より完了通知 

(様式第２号) 

(様式第４又は５号) 

(様式第７号) 

竣工検査済証発行 

川西市開発行為等指導要綱の事前協議書受付 

相 談 書 

検査(建築指導課・道路管理課・道路整備課・下水道課等) 

(様式第１号) 

都市計画法第 32 条同意 又は 川西市開発行為等指導要綱に基づく条件提示 

条件ごとに関係課と協議 

都市計画法第 32 条 又は 川西市開発行為等指導要綱に基づく同意申請書受付 

都市計画法第 32 条 又は 川西市開発行為等指導要綱に基づく同意 

工事完了届出書受付 

宅造造成及び特定盛土

等規制法許可申請につ

いては別途手引き参照 

部数は相談書で指示 

要綱協議図書を省略することができる  

開発行為許可申請 

開発許可申請につい

ては別途手引き参照 

川西市開発行為等指導要綱のみの場合 

・建築確認申請 
・他法令の許認可申請 

相 談 書 回 答 

約 10 日 

約 20 日 

約 10 日 
＋補正期間 

※1ha以上の場合は川西市開発

行為等調整委員会設置要綱に

関して相談書で指示 

部数は条件掲

示にて指示 


